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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　工業用ロボット（２）の運動またはプロシージャをプログラミングまたは設定する方法
であって、プログラミングまたは設定する場合に内蔵および／または外部のセンサ技術（
８、９）を有する手動で案内すべき運動設定手段（３）を介して、空間内の前記手動で案
内すべき運動設定手段（３）の方向付けと場合によっては位置を求めるために、制御シス
テム（１）によって前記工業用ロボット（２）の運動制御またはプロシージャプログラミ
ングのためのデータの少なくとも一部が計算され、かつ生成されるものにおいて、
　制御システム（１）によって求められた、前記空間内の運動設定手段（３）の方向付け
が、
　　　 （i）予め定められた期間の経過後に、あるいは前記制御システム（１）に依存す
る、変化する時点で、あるいは
　　　 （ii）前記運動設定手段（３）によって移動された、予め定められた運動区間に
達した場合に、あるいは
　　　 （iii）エラー確率を上昇させ、あるいは検出精度を損なう運動パターンの実施後
に、あるいは
　　　 （iv）操作者の散発的な意図に応じて、かつ然るべき指令入力後に、
　前記制御システム（１）内に格納される、あるいは前記制御システム（１）によって呼
び出し可能な予め定められた比較方向付け（１５）と比較され、かつ
　操作者に、前記運動設定手段（３）の求められた方向付けと前記比較方向付け（１５）
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の間の偏差の程度および／または前記運動設定手段（３）の求められた方向付けと前記比
較方向付け（１５）の間の偏差の予め定められた程度の超過および／または維持が信号報
告される、ことを特徴とする工業用ロボットの運動またはプロシージャをプログラミング
または設定する方法。
【請求項２】
　空間内の前記運動設定手段（３）の方向付けと場合によっては連続的な位置変化が、前
記運動設定手段（３）内に配置される慣性センサ技術によって求められる、ことを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　操作者が、散発的な意図に応じて、あるいは必要な場合に、および／または前記制御シ
ステム（１）による自動化された勧誘または要請に基づいて、前記運動設定手段（３）を
予め定められた前記比較方向付け（１５）に従って手動で方向付けし、その後、前記比較
方向付け（１５）に対する、前記制御システム（１）によって求められた方向付けの、場
合によっては生じる偏差に関して検査が行われる、ことを特徴とする請求項１または２に
記載の方法。
【請求項４】
　操作者に、方向付け偏差の程度および／または方向が信号報告される、ことを特徴とす
る請求項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　操作者に、方向付け偏差のための少なくとも１つの定められた限界値の上回りおよび／
または下回りが信号報告される、ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項６】
　潜在的に発生する方向付け偏差の信号報告が、必要な場合にのみ、特に操作者による能
動化または要請に従って、行われ、その場合に信号報告が場合によっては前記運動設定手
段（３）の少なくとも１つのボディ軸に関して行われる、ことを特徴とする請求項１から
５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　偏差および／または十分な一致の信号報告が、前記運動設定手段（３）に形成された、
グラフィックディスプレイ（１７）、ＬＥＤ、音響的な出力素子、振動発生器などのグル
ープから選択された、少なくとも１つの出力手段（１６）によって行われる、ことを特徴
とする請求項１から６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　求められた偏差が、操作者によって視覚的に知覚可能な信号によって、特に信号ライト
によって、あるいは、特にコンパスニードル、糸クロス、矢印（２０）の形式の、および
／または人工的なホリゾントの形式の、可変のグラフィックシンボルによって示される、
ことを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　方向付け偏差の信号報告の特性、特に信号強度、音の強さ、周波数、カラー表示、表示
値またはシンボル形状が、それぞれの方向付け偏差のための特性量の値または程度に関連
して、少なくとも１つの出力手段（１６）を介して可変に出力される、ことを特徴とする
請求項１から８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　方向付け偏差のための定められた限界値の上回りおよび／または下回りが、出力手段（
１６）の少なくとも１つの過渡的な信号によって、特に光学的信号手段の点滅によって、
短い音響信号によって、あるいは触覚的に知覚可能な機械的パルスによって、信号報告さ
れる、ことを特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記比較方向付け（１５）が、少なくとも１つの予め定められた固定の座標軸によって
、特に前記工業用ロボット（２）のワールド座標系（１９）のｘ軸、ｙ軸またはｚ軸によ
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って一緒に定められる、ことを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項１２】
　前記比較方向付け（１５）が、前記工業用ロボット（２）の、ジョイント軸、アーム軸
、工具軸またはスピンドル軸のグループから選択された、位置が変化する軸の方向付けに
よって定められる、ことを特徴とする請求項１から１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記比較方向付け（１５）が、前記運動設定手段（３）の方向付けと、前記運動設定手
段（３）の方向付けに関する前記制御システム（１）の初期値との間の最初の、あるいは
駆動の間周期的に利用すべき参照のための校正位置または校正装置の予め定められた方向
付けによって定められる、ことを特徴とする請求項１から１２のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項１４】
　前記制御システム（１）によって求められた前記運動設定手段（３）の方向付けと前記
比較方向付け（１５）の間の決定された偏差が、操作者によるアクティブな承認の後に、
前記制御システム（１）によって求められた偏差の連続する補正のために使用され、従っ
て偏差が均等化され、あるいは無効にされることを特徴とする請求項１から１３のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項１５】
　偏差の程度が決定された上方の限界値を上回らない場合にのみ、偏差が均等化され、あ
るいは無効にされ、ないしはその場合にのみ、操作者による承認が可能になる、ことを特
徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　偏差のための決定された上方の限界値を上回った場合に、前記制御システム（１）ない
し前記運動設定手段（３）による以降の移動または運動コマンドの出力が阻止される、こ
とを特徴とする請求項１から１５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記工業用ロボット（２）の運動制御またはプロシージャプログラミングのために前記
制御システム（１）によって生成された、内部および／または外部のセンサ技術（８、９
）の計算機によって評価された信号に基づく制御指令が、前記工業用ロボット（２）によ
って、実質的に遅延なしで、特にリアルタイムで、関連する運動およびプロシージャ変化
に変換される、ことを特徴とする請求項１から１６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１８】
　工業用ロボット（２）の運動またはプロシージャをプログラミングまたは設定するため
の制御システムであって、プログラミングまたは設定する場合に空間内の手動で案内すべ
き運動設定手段（３）の方向付けと場合によっては位置を求めるために設けられる、内蔵
および／または外部のセンサ技術（８、９）を有する、操作者によって手動で案内すべき
運動設定手段を用いて、制御システム（１）によって、前記工業用ロボット（２）の運動
制御またはプロシージャプログラミングのためのデータの少なくとも一部が計算され、か
つ生成されるものにおいて、
　前記制御システム（１）によって求められた空間内の前記運動設定手段（３）の方向付
けが、
　　　 （i）予め定められた期間の経過後に、あるいは前記制御システム（１）に依存す
る、変化する時点で、あるいは
　　　 （ii）前記運動設定手段（３）によって移動された、予め定められた運動区間に
達した場合に、あるいは
　　　 （iii）エラー確率を上昇させ、あるいは検出精度を損なう運動パターンの実施後
に、あるいは
　　　 （iv）操作者の散発的な意図に応じて、かつ然るべき指令入力後に、
　前記制御システム（１）内に格納される、あるいは前記制御システム（１）によって呼
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び出し可能な予め定められた比較方向付け（１５）と比較され、かつ
　操作者に、前記運動設定手段（３）の求められた方向付けと前記比較方向付け（１５）
の間の偏差の程度および／または前記運動設定手段（３）の求められた方向付けと前記比
較方向付け（１５）の間の偏差の予め定められた程度の超過および／または維持が信号報
告される、ことを特徴とする制御システム。
【請求項１９】
　請求項１から１７の１項または複数項に記載の方法を実施するために形成される、こと
を特徴とする請求項１８に記載の制御システム。
【請求項２０】
　工業用ロボット（２）の運動またはプロシージャをプログラミングまたは設定する運動
設定手段であって、プログラミングまたは設定する場合に空間内の手動で案内すべき運動
設定手段（３）の方向付けと場合によっては位置を求めるために設けられる、内蔵および
／または外部のセンサ技術（８、９）を有する、操作者によって前記手動で案内すべき運
動設定手段（３）を介して、制御システム（１）によって前記工業用ロボット（２）の運
動制御またはプロシージャプログラミングのためのデータの少なくとも一部が計算され、
かつ生成されるものにおいて、
　前記制御システム（１）によって求められた、空間内の前記運動設定手段（３）の方向
付けが、
　　　 （i）予め定められた期間の経過後に、あるいは前記制御システム（１）に依存す
る、変化する時点で、あるいは
　　　 （ii）前記運動設定手段（３）によって移動された、予め定められた運動区間に
達した場合に、あるいは
　　　 （iii）エラー確率を上昇させ、あるいは検出精度を損なう運動パターンの実施後
に、あるいは
　　　 （iv）操作者の散発的な意図に応じて、かつ然るべき指令入力後に、
　前記制御システム（１）内に格納される、あるいは前記制御システム（１）によって呼
び出し可能な予め定められた比較方向付け（１５）と比較され、かつ
　操作者に、前記運動設定手段（３）の求められた方向付けと前記比較方向付け（１５）
の間の偏差の程度および／または前記運動設定手段（３）の求められた方向付けと前記比
較方向付け（１５）の間の偏差の予め定められた程度の超過および／または維持が信号報
告される、ことを特徴とする運動設定手段。
【請求項２１】
　請求項１から１７の１項または複数項に記載の方法を実施するために形成されることを
特徴とする請求項２０に記載の運動設定手段。
【請求項２２】
　前記制御システム（１）内の評価ユニットとデータ技術的に通信するための、少なくと
も１つの、好ましくはワイヤレスの、データインターフェース（１０）を有し、かつ前記
データインターフェース（１０）が前記運動設定手段（３）の求められた方向付けと予め
定められた前記比較方向付け（１５）の間の場合によっては発生する偏差の程度に関する
情報および／またはデータを送信および／または受信するために形成されることを特徴と
する請求項２０または２１に記載の運動設定手段。
【請求項２３】
　前記運動設定手段（３）のハウジングあるいはグラフィックディスプレイ（１７）上に
、少なくとも１つの基準マーキングまたは方向マーキングが設けられており、前記制御シ
ステム（１）によって求められた方向付け情報が前記基準マーキングまたは方向マーキン
グに関するものである、ことを特徴とする請求項２０から２２のいずれか１項に記載の運
動設定手段。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、請求項１、１８および２０に記載されるような、工業用ロボットまたはその
他の多軸で制御可能な操作装置または工作機械の運動またはプロシージャをプログラミン
グまたは設定する方法、この方法を実施するように形成された制御システムおよび記載の
方法を実施するための運動設定手段に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術からは、工業用ロボットまたは比較可能な多軸で制御可能な操作装置のための
ガイドないし案内システムが知られており、その原理は、操作者が手動で案内すべき運動
設定手段によって実施する運動を直接工業用ロボットへ伝達することに基づく。その場合
に、手動で案内すべき運動設定手段の自由な運動が、内蔵された、および／または外部の
センサによって検出されて、それに基づいて運動設定手段の運動およびそれに続いて工業
用ロボットの関連する運動が計算される。その場合に工業用ロボットの運動は、工業用ロ
ボットの操作軸ないしアームの並進または回転に限定することができる。同様に、工業用
ロボットの自由度を、必要な場合には制限し、ないしは選択し、あるいは並進または回転
運動ないしその組合せのみを許すことが、可能である。同様に、手動で案内すべき運動設
定手段の運動を工業用ロボットの運動に対して変換するための一定または可変の、並進的
または回転のスケーリングファクターを設けることが知られる。それによってたとえば、
運動設定手段の適切な運動空間によって、工業用ロボットのより大きい運動空間を快適に
カバーすることができる。他方で、運動の変換と組み合わせたこのスケーリングファクタ
ーによって、それに応じて広範で、それに伴って操作者にとって良好に知覚および実施可
能な運動を、手動で案内すべき運動設定手段によって行うことができるので、工業用ロボ
ットの比較的細かい調節ないし運動も正確ないし細かく実施することができる。従って操
作者による運動設定と工業用ロボットによる増大する方向と縮小する方向における運動変
換との間のスケーリングも、効果的であり得る。
【０００３】
　従来技術からは、さらに、操作者が種々の座標系や取扱い操作を工業用ロボットの所望
の運動に変換することを考える必要なしに、工業用ロボットないしその把持部材または工
具の運動が直接、すなわちダイレクトかつ遅延なしに運動設定手段の運動に追従すると、
好ましいことが知られる。このように運動設定手段の運動を工業用ロボットに直接結合で
伝達することは、工業用ロボットの極めて直観的なガイドを可能にし、従ってこの措置は
特に、比較的まれにしか工業用ロボットを操作しない、あまり訓練されていない利用者に
とって、特に効果的である。その場合に工業用ロボットのこの種の操作は、ある程度コン
ピュータマウスによるカーソル制御に似ているが、工業用ロボットのための運動制御は、
付加的な幾つかの自由度だけ拡張されなければならない。その場合にこれらの取扱い操作
ないし運動設定における重要な役割は、操作者のための工業用ロボットの運動に関する視
覚的なフィードバックである。
【０００４】
　特許文献１は、工業用ロボットのための操作方法の根本的特徴を開示しており、それに
おいて携帯できる操作装置の運動と方向付けが検出されて、この運動および方向付けデー
タが直接工業用ロボットの関連する運動に変換される。さらに、工業用ロボットの自由度
の所定の予備選択に関する運動制限と運動のスケーリングが記述される。
【０００５】
　特許文献２ないし特許文献３からは、工業用ロボットの運動ないしプロシージャをプロ
グラミングないし設定する方法が知られる。この既知のシステムによれば、手動案内され
る調節手段が設けられており、それを用いて多軸の工業用ロボットを制御技術的に調節す
ることができる。そのために、空間内の調節手段の位置と姿勢ないし方向付けが測定され
て、工業用ロボットを調節するために使用される。その場合に発明によれば、手動で案内
される調節手段の運動と工業用ロボットの対応づけられた運動が交互に実施される。提案
されるように工業用ロボットの運動をそれぞれ調節手段によって調節された短い部分運動
に分解することによって、使用されるセンサ技術、特に慣性センサ技術の物理的に条件づ
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けられる不正確さにかかわらず、比較的正確、確実かつ直観的調節、特に工業用ロボット
の運動プログラミングが達成される。この文献においては、わずかであるが、工業用ロボ
ットの速度の安全技術的問題性および／または工業用ロボットの運動の空間的または時間
的なスケーリングの問題性についても触れられる。しかし原則的に、この文献は、操作者
が手動案内される調節手段によって短い部分運動を示し、それに続いて初めてこの部分運
動が工業用ロボットによって模倣される、操作原理に基づく。コンパクトな軌跡ないし目
標区間が移動され、ないしはプログラミングされるまで、この連続が複数回繰り返される
。しかし、交互に運動が予め示されて、模倣されることによって、工業用ロボットの直接
ないしダイレクトに結合されたガイドの利点は、そもそも利用されない。
【０００６】
　対象となる発明は、特に、出願人によって「ティーチベクトル（”Teachvector”）」
とも称される、工業用ロボットまたはその他の多軸で制御される手動操作装置を制御する
ための入力ないしプログラミング装置の形式の、運動設定手段に関する。このシステムは
、特に、すでに上述したように、直観的な操作を特徴する。この運動設定手段において、
その方向付け、位置および位置変化、すなわち空間内の運動を定めるために、特に慣性セ
ンサが使用される。その場合に上述した変量は、センサで検出された並進的および回転の
加速度値から２回の積分によって計算される。
【０００７】
　しかし、慣性センサ技術を介しては、加速度しか直接測定できず、すなわち運動状態の
変化が直接検出される。運動設定手段の運動状態（＝速度値）ないし運動変化および方向
付けと位置を持続的に定めるためには、まず１回、位置、方向付けおよび運動状態、すな
わち並進的および回転的な速度が定められなければならない。その場合にはもちろん、「
ゼロ」の大きさを有するパラメータないし信号も、考慮すべき重要な情報である。この初
期化、ないしこの種の校正は、通常かつ最も簡単には次のようにして、すなわち既知の方
向付けと既知の位置を有する所定の校正位置が設けられており、運動設定手段がこの校正
位置へ移動されて、その後検出圧力－あるいはまた自動化された存在ないし保管認識－を
介して制御ないし評価システムに、運動設定手段が校正位置にあること、特に静止してお
り、かつ定められた位置と定められた向きで存在することが伝達されることによって、行
われる。このプロセスが、校正ないし参照と称される。この校正状態から出発して、実質
的に計算機的なプロセスにより、特に測定された加速度を連続して２回積分することによ
って、並進的および回転的な速度と空間内の位置ないし方向付けを求めることができる。
【０００８】
　しかし、慣性センサの信号は、通常、種々の補償および補正方法の使用にもかかわらず
、所定のエラーを有し、そのエラーは速度、位置および姿勢について連続して積分する場
合に増殖し、特に時間と共に加算されてだんだんと大きな偏差となり、その後新たに参照
を必要とする。センサの所定の不可避のドリフトも、計算結果に好ましくない影響を与え
る。たとえば、センサによる検出値の温度依存性があり、さらにセンサの制限された精度
が存在する。
【０００９】
　技術的に求められた、特に計算で求められた位置の、実際位置に対する偏差は、実際に
おいては、コンピュータマウスによる入力に対して比較可能に、それぞれ比較的短い時間
部分内で常に部分的かつ相対的な位置変化のみが行われ、従って空間内の運動設定手段の
絶対的な位置それ自体が必要とされないことによって、部分的に均等にされる。しかし、
技術的に求められた方向付けにおける、すなわち運動設定手段の実際の向きないし方向付
けと技術的に求められたものの間に偏差がある場合のより大きいエラーは、運動設定が短
く、かつ部分的である場合でも、意図される作用方向からの著しい、かつ操作者にとって
まったく予測されない偏差をもたらす。これは、結果として操作者を混乱させ、かつ安全
を損ない、誤った補正運動をもたらし、かつ設備部分、工具および工作物を危険にさらす
ことがあり得る。この種の方向付けエラーの影響は、コンピュータマウスが手の中で著し
くねじられて保持される場合に、それを使用する際のエラーと明らかに比較可能である。
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これが、激しく混乱するカーソル運動ないしアクションをもたらす。
【００１０】
　運動設定手段の実際の向きと制御ないし評価ユニットによって計算された向きとの間の
より小さい偏差は、操作者によって十分良好に、かつ通常は無意識に、補償される。特に
工業用ロボットの運動を視覚的に監視することによって、意図された設定と実際の移動運
動の間の小さい偏差は、運動設定を然るべく適合させることによって補償される。それに
対して計算された向きと実際の向きの間の偏差が、所定の程度を上回った場合に、操作者
への視覚的なフィードバックを介しての補償は、もはや与えられず、ないしはそれが操作
者の混乱を増大させる。これは、コンピュータマウスが著しくねじれて案内される状況と
比較可能であって、それにおいてモニタにおけるカーソル運動の方向はもはや手の動きと
十分根拠のあるように関連せず、極端な場合にはマウスがほぼ１８０°回動される場合に
、特に予測される運動とは全く逆になる。これは、操作者の心理的ないし思考的な負担を
意味し、最終的に偏差が大きい場合には、工業用ロボットないし設備部分、工具および工
作物を危険にさらす。従って実際においては、特に慣性センサに支持される運動設定手段
においては、計算された方向付けのエラーを十分に小さく抑えるために、規則的な時間間
隔で新規校正が行われなければならない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】独国特許出願公開第４３０３２６４（Ａ１）号明細書
【特許文献２】独国特許出願公開第１０２００４０２００９９（Ａ１）号明細書
【特許文献３】欧州特許第１５８８８０６（Ｂ１）号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明の課題は、工業用ロボットまたはその他の多軸で制御可能な操作装置または工作
機械の運動またはプロシージャをプログラミングまたは設定するための、手動で案内すべ
き運動設定手段と組み合わせた安全性ないしエラーのないことを向上させることである。
【００１３】
　本発明の課題は、特に、運動設定手段の技術的に求められた方向付けと実際の方向付け
の間の十分に正確な一致を得ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上述した課題は、それぞれ独立して請求項１に記載の方法によって、請求項１８に記載
の制御システムによって、かつ請求項２０に記載の運動設定手段によって、解決される。
【００１５】
　それぞれ記載された措置によって、特に好ましい作用と技術的効果が得られる。制御シ
ステムないし運動設定手段は、求められた方向付けと基準ないし比較方向付けとの間に場
合によっては発生する偏差の程度に関する実際の情報を持続的に有する必要がないにもか
かわらず、システムの安全上危機的な状況ないし操作者にとって不快な行動様式を回避し
、ないしは妨げることができる。特に、操作者は、方向付け情報を技術的に求めることに
関して場合によっては発生する偏差ないしドリフト現象を、運動設定手段を介して操作を
実施する流れにおいて初めて感じ、ないしは経験するのではなく、先だってすでに知覚し
、対抗制御し、ないしは対抗措置をとることができて、効果的である。従って操作者は、
工業用ロボットの運動またはプロシージャをプログラミングまたは設定する流れにおいて
、好ましくない状況の発生ないし危機的な取扱い操作の発生を最小限に抑え、ないしは回
避することができる。特に操作者は、場合によっては生じる新規校正の要請を予め配慮し
て検査ないしは認識することができ、かつ結果において操作者の発案により、および／ま
たは制御システムからの要請または指示によって、校正プロセスを促し、ないしは実施す
ることができる。この種の校正プロセスの流れにおいて、たとえば、方向付けを求めるこ
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とに関して場合によっては生じる偏差ないしドリフト現象を均等化して、プログラミング
方法ないしはいわゆる「Teaching Operation」の精度を向上させるために、制御システム
の初期値ないしは最終的な値が校正される。さらにそれによって、エラー条件ないし不正
確な運動プロシージャを最小限に抑え、ないしは回避することができるので、取扱いない
しプログラミングのために必要な期間を減少させることができる。特にそれによって、運
動設定手段の技術的に求められた方向付けと実際の方向付けの間の十分に正確な一致が、
前もって検査可能ないし認識可能であって、操作者による実験点な移動運動が必要となる
ことはなく、最終的にそれが、利用する技術的操作装置に対する操作者の信頼も向上させ
る。
【００１６】
　たとえば、取扱い操作が所定の期間にわたって中断された後に、操作者は、その間に生
じた方向付けエラーの程度について何らの指摘も持たない。従来は、操作者は本来ならば
、操作取扱いを再開する前に、得られた移動運動の視覚的検査によって運動設定の慎重な
実験を開始し、あるいは予め配慮した校正ないし新規校正を実施する可能性しか持たず、
もちろんそれは時間を必要とする。本発明によれば、操作者には、技術的ないし計算機で
求められた方向付けが実際の方向付け、ないし比較方向付けと十分正確に一致するか、前
もってすでに検査することが、可能になる。従って今では、場合によって発生した方向付
けエラーの程度を早期ないしは間に合う時期に、特に予め配慮して、知ることが可能であ
る。これはまさに、工業用ロボットのためのわずかな運動あそび空間しか持たない、特に
扱いにくい細かい位置決めの前に、効果的である。しかしまた、運動設定が続く間に、場
合によっては生じる方向付けエラーの程度を折に触れて検査することも、効果的である。
【００１７】
　さらに、請求項２に記載の措置が効果的である。というのはそれによって、比較的要求
の多い工業的な適用のために、比較的コストパフォーマンスのよい、ないしは広く普及し
た慣性センサが、適用可能とすることができ、ないしは使用に向くからである。特に、並
進的および回転的な加速度を測定するために考えられ、かつシステム条件により変化する
方向付けと場合によっては空間内の変化する位置を技術的に求めることにおいて所定の不
正確さを有し、ないしはもたらす、慣性センサ技術を使用するにもかかわらず、工業的な
適用のためにも、運動設定手段に関して変化する方向付け情報を十分正確かつ確実に求め
ることができる。従って慣性センサ技術のセンサ値に基づき、かつその計算機によるさら
なる処理に基づく方向付け情報と場合によっては位置情報は、記載の措置によって本質的
により信頼できるように求められ、ないしはより正確に処理される。慣性センサ技術は、
特に磁気的または電磁的な外乱に不感であって、騒音、蒸気、霧、湿度によって、あるい
は汚れによっても損なわれず、それによって工業的な周囲条件のもとで使用するのに、特
別な利点を提供する。
【００１８】
　請求項３に記載の展開も、効果的である。その場合に、操作者は運動設定手段を彼にわ
かる比較方向づけに従って少なくとも近似的に方向付けする。運動設定手段内に、および
／またはそれに対して周辺の、制御システムの電子ユニット内に実装することができる、
評価ユニットないし制御装置が、技術的に求められた方向付けと予め定められた、ないし
は格納される比較方向付けとの間の偏差を定めて、運動設定手段が実際に比較方向付けに
従って向けられると仮定して、この偏差を評価する。その後、操作者は、十分に正確な方
向付け検出の存在また不在についての簡単に把握できる質的な説明を得る。
【００１９】
　請求項４に記載のこの措置において、操作者が方向付けエラーの程度について、そして
場合によっては方向について量的な説明が得られることが、効果的である。それによって
取扱いないしユーザーになじみのよさを、さらに向上させることができる。
【００２０】
　特に偏差の信号報告は、多段階で、ないしはほぼアナログで行うことができるので、ユ
ーザーは偏差の程度に関する、かつ場合によっては方向に関しても、十分に正確な情報が
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得られる。この種の信号報告は、たとえば光学的にＬＥＤの点滅周波数によって、あるい
は音響的にトーン周波数、パルス周波数または音の強さによって、かつ触覚的に振動また
はパルスによって行うことができる。さらにこのようにして、操作者が運動設定手段を揺
動させることによって比較的簡単に、制御システムにより、ないしは姿勢ないし位置検出
によって検出された、ないしは演算によって近似的に定められた基準方向付けを求めるこ
ともできる。すなわちそれによって、信号報告されたエラーが最小限になる、特にほぼゼ
ロになる方向付けを操作者によって簡単かつ迅速に探知することができるので、その後操
作者は運動設定手段の実際の向きを自分にわかる基準ないし比較方向付けと比較すること
によって、新規校正の合目的性について決定することができる。
【００２１】
　請求項５に記載の措置も、効果的である。というのはそれによって、偏差が方向付け情
報に関して許容可能ないし危機的でない程度を上回った場合に初めて、アクティブな信号
報告が行われるからである。その代わりに、あるいはそれと組み合わせて、偏差が付随的
であり、あるいは場合によっては再び許容帯域内部にある場合に、フィードバックを与え
ることもできる。それによって操作者の集中力は、本来のコア課題に向けられたままとな
り、不必要に気を逸らすこと、ないしは情報過剰を回避することができる。最も簡単な実
施場合においては、操作者は、たとえばＬＥＤによって、単にバイナリで、たとえば各座
標軸に関して２０°ないし±１０°をもって予め定められた、最大許容される偏差を考慮
しながら、求められた方向付けが基準方向づけないしは比較方向付けと一致するかを、信
号報告される。従って操作者は、リミットを越えた場合に、正しい時期に新規校正を行う
こと、ないしは行わせることができる。
【００２２】
　請求項６に記載の好ましい措置によれば、信号報告は、必要な場合にのみ行われる。こ
れは特に、そのために設けられる出力手段、たとえば小型のディスプレイまたは音響的な
出力手段を他の目的のためにも使用することができ、あるいは絶え間ない出力を操作者が
煩わしい、ないしは気を逸らすと感じる場合に、重要である。さらにそれによって、電気
的なエネルギ消費における節約を得ることができ、それが特に、バッテリないしアキュ給
電される運動設定手段と組み合わせて、効果的である。少なくとも１つのボディ軸に関し
て、好ましくは運動設定手段の長手軸に関して場合によっては生じる信号報告は、方向付
け情報を制御技術的に求めることに関してそれぞれ存在する状態を迅速かつ一義的に評価
する利点を提供する。
【００２３】
　請求項７に記載の好ましい展開の措置によって、技術的に単純で同時に操作者によって
直観的かつ迅速に把握可能なやり方で、制御技術的に求められた方向付けデータの偏差お
よび／または一致の程度に関する原則的なバイナリの情報ないし量的な情報も伝達するこ
とができる。
【００２４】
　たとえば７セグメント表示、点マトリクス表示ないし高解像ディスプレイのような、複
雑な光学的出力手段が存在する場合に、請求項８に記載の実施形態によれば、偏差情報の
表示はたとえば、電子的な評価結果に基づく基準ないし比較方向付けの所定の軸と見なさ
れる方向を示す、北矢印と比較可能な、方向情報も含むことができる。その場合にユーザ
ーは、表示された方向を自分が知っている実際の基準ないし比較方向と比較して、偏差が
大きすぎる場合には、新規校正を行うことができる。その場合に、操作者は運動設定手段
を特に改めて方向決めする必要はなく、操作者は出力手段におけるグラフィック表示と自
分にわかっている比較方向付けの向きとを用いて比較を実施することができる。
【００２５】
　好ましい形態によれば、方向付け情報は、出力手段において視覚化された３次元のシン
ボルないしオブジェクトによって、たとえば３次元で示される矢印によって、表すことが
できる。その場合に、出力手段において３次元で表示された対象を用いて、操作者は、制
御技術的に求められた方向付け情報と、予め定められた比較方向付けの間のそれぞれの空
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間的な方向付け偏差を、特に誤解することなしに、かつ同時に包括的に推定することがで
きる。
【００２６】
　さらに、請求項９に記載の措置によって、技術的に簡単な出力手段を用いて、それにも
かかわらず操作者にとって直観的かつ迅速に把握できるやり方で、偏差の程度に関する量
的な情報を伝達することができる。
【００２７】
　請求項１０に記載の形態によれば、運動設定手段の向きまたは、運動設定手段の方向付
けを定める、装置固定の座標系の軸が、比較方向付けを定める座標系の主軸をとおる平面
の１つに対して、実質的に平行になるとすぐに、たとえば短い信号を出力することができ
る。その場合にたとえば、この座標系のｘ軸が運動設定手段の長手軸によって、ｙ軸が横
軸によって定められる。その場合に操作者が運動設定手段を近似的に比較方向付けに従っ
て方向付けし、その後運動設定手段によって垂直軸、横軸および縦軸を中心に小さい振り
子運動を実施する場合に、この振り子軸に関する向きが実質的に比較方向付けと一致する
とすぐに、パルス状の信号報告をすることができる。信号報告がなく、あるいは比較方向
付けからずっと離れて行われた場合に、それに基づいて操作者は、校正が必要になったこ
とを推定することができる。この解決の利点の１つは、極めて簡単な信号報告が、必要と
される出力手段に関して最小限の前提条件しか要求しないことである。
【００２８】
　請求項１１に記載の形態も、効果的である。というのは、その場合に比較方向付けが通
常顕著な構造的構造箇所の向きと一致し、従って操作者にとって迅速かつ誤解することな
く認識できるからである。
【００２９】
　請求項１２に記載の措置も、特に効果的である。というのは、工業用ロボットを操作す
る場合に、通常、その軸と特に工具への良好な視野があるからである。さらに、軸の向き
が制御システムないし制御にも、いつでもわかっており、ないしは制御によって求めるこ
とができ、それによってこれらの軸の少なくとも１つが基準ないし比較方向付けとして良
好に利用できる。
【００３０】
　請求項１３の措置によっても、比較方向付けは、操作者にとって簡単に把握できるやり
方で定められる。その場合に、最初の、あるいは周期的な校正の流れにおいて使用される
、収容装置ないし校正装置または指標は、同時に、後に、散発的に、ないしは必要に応じ
て方向付けエラーを求めて評価するための比較方向を定める。
【００３１】
　請求項１４に記載の装置も効果的である。というのはそれによって、操作者によりアク
ティブかつ意識して無効化ないし均等化が導入され、それによって、技術的に求めた結果
に関する偏差が補償されるからである。それよって、操作者にとって技術的システムの驚
くべき、ないしは予測しない、異なる駆動方法を回避することができる。
【００３２】
　さらに、請求項１５に記載の措置が、安全技術的に好ましい。というのはそれによって
、基準ないし比較方向付けに対して求められた偏差が所定の程度を上回らない場合にのみ
、操作者による無効化ないし均等化が行われるからである。それによって比較方向付けに
関して操作者が完全に思い違いをした場合、あるいは誤操作の場合に、技術的に求められ
た方向付けにおける周辺的なエラーが操作者の不適切な承認指令によって誤って拡大され
る危険が減少される。
【００３３】
　同様に安全上の理由から、請求項１６に記載の措置も効果的である。というのはそれに
よって、確認された偏差が所定の程度を上回るとすぐに、運動設定手段による移動コマン
ドの以降の出力が阻止されるからである。
【００３４】
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　それによって、操作者がたとえば偏差の程度を誤って評価し、あるいは信号報告された
超過を無視し、その結果潜在的に危険な操作に、ないしは人または物の安全を損なうこと
になる危険が減少される。
【００３５】
　請求項１７に記載の措置も効果的である。というのはそれによって、操作者への視覚的
なフィードバックと操作者の側からの運動設定手段の運動または位置の迅速な補正が可能
であり、ないしは行われるからであって、それによって最終的に工業用ロボットないしそ
の工具または把持部材が所望のように位置決めされる。そのためには特に、工業用ロボッ
トの所望の運動とそのために必要な運動設定手段の運動との間の直観的かつ明確な関係が
重要である。従って操作者は、自動的に一種の「人間コントローラ」となり、それが所望
の位置ないし目標位置と実際位置の間の偏差を、運動設定手段を適切に案内することによ
って多かれ少なかれしっかりと、それがなくなるように制御し、ないしは多かれ少なかれ
補償する。これは、操作者による運動設定手段のできる限り同時ないしは同期した実施お
よび工業用ロボットによる関連する変換と組み合わせてのみ、可能である。
【００３６】
　本発明の課題は、請求項１８ないし１９に記載の制御システムによって、かつ請求項２
０ないし２１に記載の運動設定手段によっても、解決される。それぞれ得られる作用ない
し技術的効果と利点は、上述した説明と後述する説明部分から読み取ることができる。
【００３７】
　特に記載の方法によって得られる技術的効果と利点は、請求された装置に同様に移し替
えることができ、その場合にこの移し替えは当業者の裁量の枠内にあって、それは少なく
とも部分的に、対象となる開示に基づく教示に関連して構築される。
【００３８】
　請求項２２に記載の形態において、運動設定手段が快適かつケーブル接続によって妨げ
られない操作挙動を有し、典型的に必要な、増大された計算出力を局所的に分配すること
ができ、ないしは固定の、出力の強い計算ないし制御ユニットによって要請し、ないしは
利用できることが、効果的である。さらに、それによって、評価の結果を簡単なやり方で
、制御システムの局所的に分配して配置されたコンポーネントにも伝達し、適切に使用す
ることができる。
【００３９】
　そして、請求項２３に記載の形態も効果的である。というのはそれによって、操作者に
は、技術的に求められた方向付けと基準ないし比較方向付けとの間の偏差がどの程度で、
かつ場合によってはどの方向で存在するか、瞬間的かつ迅速に認識可能となるからである
。
【００４０】
　発明をより良く理解するために、以下の図を用いて詳細に説明する。
【００４１】
　図は、それぞれ著しく簡略化した、図式的な表示である。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】工業用ロボットのための制御システムの実施例であって、その中で工業用ロボッ
トのための制御指示を生成するための、手動で案内すべき運動設定手段が使用される。
【図２】空間内で案内される運動設定手段が、技術的に求められた方向付け情報と比較方
向付けとの間の一致を信号で知らせる、実施例を示す。
【図３】技術的に求められた方向付け情報と比較方向付けとの間に、一方で矛盾が、他方
では一致が信号で知らされる２つの場合の例を示す。
【図４】運動設定手段に関する方向付け情報を正確かつエラーなしで求めることに関する
検査のための他の場合の例を示す。
【図５】比較方向付けに対する技術的に求められた方向付けないし位置の結果の検査と表
示に関する他の場合の例を示す。
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【発明を実施するための形態】
【００４３】
　最初に断っておくが、異なるように記述される実施形態において、同一の部分には同一
の参照符号ないし同一の構成部分名称が設けられ、その場合に説明全体に含まれる開示は
、同一の参照符号ないし同一の構成部分名称を有する同一の部分に意味に従って移し替え
ることができる。説明内で選択される、たとえば上、下、側方などのような位置記載も、
直接記述され、かつ図示される図に関するものであって、これらの位置記載は位置が変化
した場合に意味に従って新しい位置へ移し替えられる。さらに、図示され、かつ記述され
る様々な実施例の個別特徴あるいは特徴の組合せも、それ自体自立した、進歩的または発
明に基づく解決を表すことができる。
【００４４】
　実施例は、請求される方法ないしシステムの可能な実施変形例を示すものであって、そ
の場合にここに記録しておくが、本発明は、具体的に示されたその実施変形例に限定され
るものではなく、むしろ個々の実施変形例の互いに対する様々な組合せも可能であって、
この変形可能性は対象となる発明による技術的取扱いのための教示に基づいて、この技術
分野で活動する当業者の裁量の範囲内にある。従って図示され、かつ記述される実施変形
例の個々の詳細を組み合わせることによって可能となる、すべての考えられる実施変形例
も、保護範囲に共に含まれる。
【００４５】
　図１には、工業用ロボット２のための制御システム１の実施例が、図式的かつ例として
示される。工業用ロボット２のための制御指示を生成するために手動で案内すべき運動設
定手段３が使用される、この種の制御システム１によって、工業用ロボット２の運動また
はプロシージャのプログラミングまたは設定が可能である。この工業用ロボット２は、従
来技術から知られた多軸のマニピュレータユニットまたはその他の操作アグリゲートによ
って形成することができ、それを用いて技術的プロセス、たとえば工作物のための溶接ま
たは塗装プロセスあるいは操作プロセスを自動あるいは半自動で実施することができる。
【００４６】
　制御システム１の内部で少なくとも１つの工業用ロボット２に少なくとも１つの内蔵さ
れた、および／または外部の制御装置４、４’、４”が対応づけられる。制御システム１
は、従来技術から知られた任意の電子技術的制御装置４、４’、４”から形成することが
でき、その場合にそれぞれテクノロジー要請に従って中央および／または分散の制御アー
キテクチャを使用することができる。多軸の工業用ロボット２のためのそれぞれの制御プ
ロシージャをもたらすことができるようにするために、特に複数の内蔵および／または外
部の制御装置４、４’、４”の協働によって、分配された制御システム１を構築すること
ができる。
【００４７】
　この手動で案内すべき運動設定手段３に加えて、図示されないモバイルのハンドターミ
ナルを設けることができる。この種のモバイルのハンドターミナルは、高い機能密度ない
し機能多様性を有し、制御システム１内のそれぞれの制御プロシージャのための比較的高
度開発された操作および観察装置である。
【００４８】
　手動で案内すべき運動設定手段３は、少なくとも１つ安全回路装置５、特に少なくとも
１つのイネーブルキー６を有しており、そのイネーブルキーは、潜在的に危険をもたらす
運動またはプロシージャ変化を実施するための同意を操作者側で信号表示するために設け
られる。
【００４９】
　空間内で手動で案内すべき運動設定手段３は、工業用ロボット２に対して直観的かつ可
能な限り快適な運動設定を達成するために、できるだけ軽く、かつコンパクトに構成され
、好ましくはピン形状またはピストル状に形成される。操作者と制御システム１の間で相
互作用するために、運動設定手段３は様々な入力および出力部材、特にキー、スイッチ、



(13) JP 6073893 B2 2017.2.1

10

20

30

40

50

発行ダイオードまたは小型のディスプレイを有することができる。特に手動で案内すべき
運動設定手段３に、少なくとも１つのマニュアル操作すべき操作部材７を、たとえば少な
くとも１つのキー、４象限キーエレメント、操作ホィール、ミニチュアジョイスティック
などの形式で、形成することができる。この操作部材７によって、操作者には、制御シス
テム１と相互作用し、ないしは工業用ロボット２ないしその他の多軸で制御可能な機械の
運動またはプロシージャを調節することが可能になる。
【００５０】
　重要なことは、操作者によって手動で、かつその場合に空間内で比較的自由に案内すべ
き運動設定手段３によって、工業用ロボット２の運動制御またはプロシージャプログラミ
ングのためのデータの少なくとも一部が生成されることである。そのために操作者は、運
動設定手段３を用いてほぼ目標運動および／または目標位置ないし目標方向付けを設定し
、それが制御システム１によって次のように、すなわち制御ないし操作すべき工業用ロボ
ット２が設定に従った運動または目標位置をとるように、ないしは設定に従った変化がそ
れぞれの技術的プロシージャないしプログラムセスプロシージャ内で変換されるように、
変換される。手動で案内すべき運動設定手段３は、内蔵されたセンサ技術８を有しており
、ないしは手動で案内すべき運動設定手段３に外部のセンサ技術９が対応づけられており
、それを介して空間内の手動で案内される運動設定手段３の方向付けおよび／または位置
が求められ、ないしは評価される。その場合に、内蔵および／または外部のセンサ技術８
、９の情報ないしデータは、工業用ロボット３の運動制御またはプロシージャプログラミ
ングのために使用され、ないしは必要とされるデータないし制御指令の少なくとも一部と
なる。
【００５１】
　運動設定手段３は、可能な実施形態に従って、内蔵されたセンサ技術８のみを有するこ
とができ、従ってほぼアクティブな運動設定手段３として機能することができる。その代
わりに、運動設定手段３は、パッシブに形成することもでき、その場合には外部のセンサ
技術９を介して然るべき方向付けおよび／または位置データが求められ、ないしはその時
間的変化が記録される。たとえば、３次元の空間に関して運動設定手段３の方向づけない
し位置データを特に信頼できるように、ないしは極めて正確に求めるために、内部と外部
のセンサ技術８、９の組合せも可能であることは、自明である。センサ技術８、９という
概念は、本来のセンサ的な検出手段の他に、然るべき評価手段、特に電子的な編集および
評価装置も意味し、それがセンサ的に検出された信号ないし情報を、制御システム１の制
御コンポーネントによって評価可能ないしさらに処理可能なデータないしインターフェー
スプロトコルに変換する。
【００５２】
　その場合に、それぞれのセンサ技術８、９は、空間内の対象の方向付けおよび／または
位置をデータ技術的ないし制御技術的に求め、ないしは定めることができるようにするた
めに、従来技術から知られた任意の検出および評価手段によって形成することができる。
特にそのために、いわゆる慣性センサ技術を設けることができ、それが好ましくは運動設
定手段３に内蔵されたセンサ技術８を定める。慣性発信器、加速度センサおよび場合によ
っては磁場センサからなることができる、その慣性センサによって、方向付けデータない
し位置データとその変化を計算機支援で求めることができる。
【００５３】
　本発明の実現と合目的性を、ここで、慣性センサの使用に関連して重点的に説明する。
方向付けを定めるために他のセンサテクノロジーを使用する場合でも、特に工業的な使用
条件のもとで発生する、増大されたノイズレベルに基づいて方向付け情報の欠如がもたら
されることがあり、それは特に扱いにくい移動運動においては予備検査を好ましいものに
する。ここに記載される措置が操作者に、位置ないし運動の決定に使用されるセンサ技術
の種類に関係なく、簡単なやり方で、慣性的に求められて処理された方向付け情報の信頼
性を検査することを可能にし、そのために実験的に工業用ロボット２によって移動運動を
実施する必要はない。その場合にセンサ技術８、９は、ビデオカメラあるいは他の、たと
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えばGPSまたはローカルな位置検出システムのような位置検出システムを用いて、所定の
到達時間をもって伝達された信号、光学的な画像データ検出のために、従来技術から知ら
れた三角測量方法も有することができる。重要なことは、それぞれ形成されたセンサ技術
８ないし９が、手動で案内すべき運動設定手段３の方向付けおよび／または位置を十分正
確かつ信頼できるように求めることを可能にすることである。
【００５４】
　好ましい事例によれば、空間内の運動設定手段３の方向付けを求め、それによってさら
に、運動作動ないし運動導入のために運動設定手段３に方向に関して配置される操作部材
７の作用方向を工業用ロボット２の座標系内へ、運動設定手段３における方向関係が工業
用ロボット２の実際ないしは所望の運動方向と一致するように、変換することができる。
他の好ましい実施形態によれば、運動設定手段３がほぼ工業用ロボット２のエンドエフェ
クターのためのバーチャルハンドグリップのように作用し、運動設定手段３の位置および
方向変化が工業用ロボット２の同種の運動に変換されるようにすることができる。
【００５５】
　手動で案内すべき運動設定手段３による設定に基づく制御指令が、工業用ロボット２に
よって実質的に遅延なしで、特にリアルタイムで、関連する運動またはプロシージャ変化
に変換されると、効果的である。その場合に操作者側の運動設定を工業用ロボット２によ
って変換するための前提の１つは、操作者によって設定された運動および／またはプロシ
ージャが、たとえば位置または方向付けの構造または周囲の条件による達成可能性あるい
は工業用ロボット２の操作部材の軸の、技術的に達成可能、あるいは安全技術的に許され
る最大速度のような、工業用ロボット２の予め定められた技術的制限を考慮して、技術的
に実施可能となることにある。しかし、技術的な実施可能性の他に、工業用ロボット２の
実施した運動がすべての状況において操作者の実際の意思にほぼ相当しなければならず、
従って記載された措置の視点は、識別可能な外乱または矛盾が自動的または自動支援で検
査されて、場合によっては補償されることである。
【００５６】
　手動で案内すべき運動設定手段３に内蔵されたセンサ技術８および／または外部のセン
サ技術９は、好ましい形態によれば、少なくとも１つのデータインターフェース１０、１
１を有しており、それを介して運動制御またはプロシージャプログラミングのための少な
くとも１つのデータがそれに属する少なくとも１本のデータ接続１２、１３、１４を介し
て直接または間接的に制御装置４へ伝達され、その制御装置４は、図１で図式的に示した
ように、工業用ロボット２の状態を変化させるように形成される。その場合にデータ接続
１２は、センサ技術８ないし運動設定手段３と制御装置４の間の直接接続として形成する
ことができ、あるいは－図式的に示すように－制御装置４の前段に接続された中間ステー
ションまたはベースステーションないし制御装置４’を介して、間接的なデータ接続１２
、１４として形成することができる。その代わりに、あるいはそれと組み合わせて、間接
的なデータ接続１３、１４を設けることもでき、それは、外部のセンサ技術９から始まっ
て１つまたは複数の電子的な中間ステーションまたはベースステーションないし制御装置
４’を介して工業用ロボット２の制御装置４へ延びる。
【００５７】
　その場合にデータ接続１２、１３ないし１４は、ワイヤ接続で、あるいはワイヤレスで
形成することができる。重要なことは、センサ技術８によって求められた加速度値および
／またはセンサ技術９によって求められた運動設定手段３の方向付けデータないし位置デ
ータが専用のデータ接続１２、１３ないし１４を介して制御装置４へ伝達されて、その制
御装置によって少なくとも部分的に使用され、ないしはさらに処理されてから、工業用ロ
ボット２によって運動設定手段３の然るべき制御コマンドないし制御指令が実施されるこ
とである。
【００５８】
　好ましい措置によれば、手動で案内すべき運動設定手段３から出た制御指令は、同時に
運動設定手段３に設けられた安全回路装置５、特に少なくとも１つのイネーブルキー６が
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、操作者によって手動で、潜在的に危険にさらす運動を実施するための同意、あるいは潜
在的に安全上リスクのある工業用ロボット２のプロシージャを変更するための同意が信号
化されるように、操作された場合にのみ、工業用ロボット２によって変換されるようにす
ることができる。この信号化は、操作者によってイネーブルキー６の操作により作動され
て、制御システム１ないし運動設定手段３または制御装置４によって、潜在的に危険をも
たらすアクションを実施するためのアクティブな、ないしは意識された同意として認識さ
れる。従って、特に不用意な、ないしは意図されないアクションの作動ないしは工業用ロ
ボット２の運動の意図されない導入が、高い程度で回避される。
【００５９】
　図１に図式的に示すように、運動設定手段３に内蔵されたセンサ技術８と制御装置４な
いし４’の間のデータ接続１２は、無線接続によって実施することができる。代替的に、
データ接続１２を、１点鎖線で示すように、導線接続によって実施することも、同様に可
能である。すなわち運動設定手段３と工業用ロボット２ないしその制御装置４の間が極め
て近いことに基づいて、導線接続の形成も快適性ないしエルゴノミーを著しく損なうこと
なしに可能である。
【００６０】
　従ってデータインターフェース１０およびそれに関連する、制御装置４ないし４’に設
けられた他のデータインターフェースは、電磁波を送信および／または受信するための無
線技術的な送信および／または受信装置によって形成することができる。その場合にこれ
らの送信および／または受信装置は、ブルートゥース－、WLAN－またはZigBee－スタンダ
ードに従った装置により、かつ従来技術から知られた同様のワイヤレスのデータ伝送シス
テムによって形成することができる。
【００６１】
　代替的に、データインターフェース１０を、ワイヤ接続またはケーブル接続されたデー
タ接続を構築するために、運動設定手段３内に、ないしはそれに、設けることも可能であ
る。そのために、データインターフェース１０およびそれに関連する他のデータインター
フェースが、電気的な導線インターフェースによって形成されており、それらの間に、１
点鎖線で示唆するように、ケーブル接続が構築される。
【００６２】
　好ましい措置によれば、手動で案内すべき運動設定手段３と制御装置４の間のデータ接
続１２ないし１２、１４を介して、工業用ロボット２の然るべき運動またはプロシージャ
を操作者側で始動または作動させるために設けられる操作部材７のそれぞれの操作状態に
関する情報に加えて、３次元の空間に関する手動で案内すべき運動設定手段３の方向付け
および／または位置に関するデータも、制御装置４へ伝達される。
【００６３】
　従って上述した種類に基づく運動設定手段３は、少なくとも１つの手段を有しており、
ないしは運動設定手段３に少なくとも１つの手段、特に内部および／または外部のセンサ
技術８、９が対応づけられており、その手段が、空間内の運動設定手段３の方向付けおよ
び／または位置を定めるように形成される。この情報は、上述した操作部材７の作用を、
運動設定手段３の方向付けおよび／または位置に従って工業用ロボット２または工作機械
を位置決めするように形成するために、利用することができる。特に運動設定手段３の運
動または運動設定手段３に設けられた操作部材７の所定の方向における変位が、変位に従
って同一方向の軸運動をもたらすようにすることができる。その代わりに、あるいはそれ
に加えて、運動設定手段３の運動を直接またはスケーリングされた形式で工業用ロボット
２の関連する運動に変換することもできる。これは、工業用ロボット２にバーチャルに固
定されたハンドグリップによる工業用ロボット２のガイドに対して比較可能である。
【００６４】
　種概念に基づくシステムの典型的な環境、様々な状況、問題提起および効果を、以下の
段落で例として説明し、かつ要約する。この種の運動設定手段３は、工業用ロボット２の
軸ないしエフェクターの極めて簡単かつ直観的な位置決めを可能にし、かつ種々の切り替
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え可能な座標系内での利用者の考えと操作を省く。これは、特に、折に触れての、あるい
は極めて単純な調節プロセスしか行う必要のない人にも役立つ。たとえば、車両部分にお
ける取り付けまたは塗装作業のためのロボット軌跡は実質的な部分においてすでに多様に
前もって、かつオフラインで適切なCADソフトウェアによって予め計算され、ないしは形
成されるので、直接製造ラインにおいてはわずかな幾つかの基準点のための簡単な調整を
行えば済む。このような制御ないしプログラミングプロシージャの流れにおいて、フィー
ドバックループ、特に工業用ロボット２から出て駆動制御への、ないしは工業用ロボット
２の制御装置４へのセンサ的なフィードバックと、図１に図式的に示すように、操作者が
工業用ロボット２の運動プロシージャを観察することによって手に入れる、純粋に視覚的
なフィードバックが存在する。このフィードバックは、計画通りのプロシージャを得るた
めに重要である。
【００６５】
　上ですでに示唆したように、運動設定手段３に少なくとも１つのいわゆるイネーブルキ
ー６の形式の安全回路装置５が設けられると、好ましい場合があって、そのイネーブルキ
ー６は移動運動ないし駆動を許可するために、操作プロセスの間に、潜在的に危険をもた
らす移動運動を作動させるための他の操作部材７と同時に操作されなければならない。そ
のために、イネーブルキー６は操作者によってその非作動位置から第１の操舵段階へ移動
されて、移動運動の間そこに保持されなければならない。イネーブルキー６が、たとえば
危険な状況において再び離されて、それによってこれが操作されない状態へ戻り、あるい
は操作者によって一生懸命に強く押しつけることによって第２の操作段階ないし第２の操
作状態へ移動された場合に、移動運動は即座に停止される。
【００６６】
　特に、運動設定手段３内で使用されるセンサ技術８がいわゆる慣性センサによって形成
される場合に、制御システム１によって求められた空間内の運動設定手段３の方向付けが
、実際に存在する方向付けと求められた方向付けとの間で徐々に矛盾に至ることがある。
これは特に、慣性センサが加速力を検出し、従って加速度センサとして機能し、かつ検出
された加速度値に基づいて計算機的に、移動された距離ないし吸収された運動が逆に推理
されることに起因する。従って運動設定手段３に関して求めるべき方向付け情報は、制御
システム１によって、ないしはそのセンサ装置４、４’、４”の少なくとも１つによって
、運動設定手段３に内蔵されるセンサ技術８のセンサ的な入力とその計算機的なさらなる
処理から生成することができる。その場合に、求められた位置情報ないし方向付け情報内
の潜在的エラーないし不正確さは、センサデータ内のエラーと、さらに処理する場合の数
値的エラーの両方に基づく。運動設定手段３内の、あるいはそれに設けられたセンサ技術
８の加速度データから、運動設定手段３に関する然るべき速度情報、位置情報および／ま
たは方向付け情報を求めることは、該当する専門分野で活動する当業者の裁量に数えられ
、従ってそれについては詳しく触れない。さらに、必要な信号処理ないし演算は、該当す
る文献から多数の形態で読み取ることができる。
【００６７】
　運動設定手段３内で典型的に使用される慣性センサは、並進的および回転的な加速力を
測定するために用いられる。複数の慣性センサを慣性測定ユニット（IMU: Inertial Meas
urement Unit）に組み合わせることによって、６つの自由ないし自由度に関して加速度を
測定することができる。好ましくは、センサ技術８は慣性的な測定ユニット（IMU）とし
て形成されており、その測定ユニットは、通常、線形の加速度を検出するための並進セン
サと角速度を測定するための回転率センサを有する。その場合に加速度センサによって、
並進的な運動ないし運動変化を計算することができ、回転率センサを介しては運動設定手
段３のそれぞれの回転運動を計算することができる。
【００６８】
　その場合に並進センサおよび／または回転率センサは、直交して配置することができる
ので、ｘ軸ないしｙ軸ないしｚ軸の方向における、ないしはｘ軸ないしｙ軸ないしｚ軸を
中心とするそれぞれの加速度を検出することができる。精度を改良し、ないしは上述した
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センサのドリフトを補正するために、付加的に磁場センサ、特にコンパスセンサを使用す
ることができる。
【００６９】
　それにもかかわらず、特にセンサによる検出における不正確さによって、そしてまた計
算機により有限の精度をもって求めることによって、時と共に、３次元の空間に関する運
動設定手段３の実際に存在する方向付け値に対して、制御システム１によって技術的ない
し計算機的に求められた方向付け値に関する不正確さないし偏差が生じる。
【００７０】
　この種の問題に対処して、負の影響を回避し、ないしは最小限に抑えるために、制御シ
ステム１によって求められた空間内の運動設定手段３の方向付けが、（i）予め定められ
た期間の経過後または制御システム１に依存する、変化する時点で、あるいは（ii）運動
設定手段３の移動が予め定められた運動区間に達した場合、あるいは（iii）エラーの確
率を高める、あるいは検出精度を損なう運動パターンの実施後、あるいは（iv）散発的な
意図ないし、特に然るべきコマンドないし然るべき指令信号の作動による、操作者の必要
に基づいて、制御システム１内に格納される、あるいは制御システム１によって呼び出し
可能な比較方向付け１５と比較される。この比較の流れにおいて、制御システム１によっ
て技術的または計算機的に求められた、運動設定手段３の方向付けと予め定められた比較
方向付け１５との間に万一の偏差が生じた場合に、それが認識可能であり、ないしは求め
られる。特に操作者には、運動設定手段３の求められた方向付けと比較方向付け１５の間
に場合によっては生じる偏差の程度および／または比較方向付け１５に対する、運動設定
手段３の求められた方向付けに関する、すなわち運動設定手段３の実際の方向付けに対す
る、偏差の予め定められた程度の、場合によっては生じる超過および／または維持が、信
号報告される。
【００７１】
　上述した少なくとも半自動的に進行するコントロール措置ないし検査措置は、特に、空
間内の運動設定手段３の方向付けおよび／または連続的な位置変化が、運動設定手段３内
に配置される、加速度を検出するための慣性センサの信号から求められ、ないしは計算さ
れる場合に、効果的である。場合によっては生じる偏差の検査ないし求めることが自動で
行われ、ないしは主として制御システム１によって開始される場合に、方向付けエラーの
好ましくない影響を回避するために、物理的ないし技術的にもたらされるドリフトパラメ
ータないしエラー影響および／またはリアルタイム要請を考慮すると、効果的である。場
合によっては生じる方向付け矛盾に関する実際の状態の然るべき検査ないし信号報告は、
典型的に、アクティブな運動設定の長くともそれぞれ５分後に行うことができる。完全に
自動化して行われる、位置状況ないし方向付け状況の検査ないし比較は、アクティブな運
動設定の遅くとも３０秒後に、特に０．１秒と１秒の間、典型的にはアクティブな運動設
定の約０．５秒後に行われる。その場合にそれぞれの期間は、特にマルチタスキング能力
ないし評価ないし制御課題の優先を有する制御システム１の場合に、変化することもでき
る。比較ないし検査プロシージャを開始させるために操作者によってコマンドないし然る
べき指令信号を手動で作動させることは、運動設定手段３に、あるいは制御システム１の
その他のコンポーネントに設けられた、定められた入力手段の操作によって行うことがで
きる。
【００７２】
　好ましい措置によれば、操作者は散発的な意図に基づいて、あるいは必要な場合に、お
よび／または制御システム１による自動化された勧誘または要請に基づいて、運動設定手
段３を予め定められた比較方向付け１５に従って整合させ、その後、比較方向付け１５に
対して制御システム１によって求められた方向付けの、場合によっては生じる偏差に関す
る検査が行われる。
【００７３】
　従って記載される方法によれば、潜在的に不正確な、ドリフトのおそれのある、ないし
はエラーを有する、運動設定手段３の方向付けを求めることから始まって、制御システム
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１内に格納される、あるいは制御システム１によって呼び出すことができる比較方向付け
１５に関する、技術的に求められた方向付けの偏差が制御技術的に定められ、その比較方
向付け１５は運動設定手段３の操作者にも、明確に知られる。従って操作者は、運動設定
手段３をこの比較方向付け１５に従って整合させることができ、その後制御システム１を
結合しながら、方向付け比較の主旨において然るべき検査ないし然るべきコントロールを
少なくとも部分自動的に遂行することができる。その場合に操作者には、技術的ないし計
算機的に求められた方向付けと基準ないし比較方向付け１５との間の偏差の程度および／
または方向に関して制御技術的に求められた情報が信号報告される。
【００７４】
　好ましい形態によれば、制御システム１の制御装置４、４’の少なくとも１つによって
形成される、制御システム１内の評価ユニットとデータ技術的に通信するために、運動設
定手段３の少なくとも１つの、好ましくはワイヤレスの、データインターフェース１０が
設けられる。その場合にデータインターフェース１０は、特に、運動設定ユニット３の求
められた方向付けと予め定められた比較方向付け１５との間に場合によっては生じる偏差
の発生ないし程度に関する情報またはデータを送信および／または受信するためにも、形
成される。従って計算出力に増大された要請を課す、方向付けのこの求めることないし検
査は、すべてあるいは部分的に外部の評価ないし制御装置４、４’によって引き受けるこ
とができる。
【００７５】
　実用的な形態によれば、操作者に、方向付け偏差のための少なくとも１つの定められた
限界値の上回りおよび／または下回りを信号報告することができる。従って操作者に予め
定められた限界値を少なくとも上回ったことが伝達される間、付加的に、あるいは代替的
に操作者に、限界値ないし定められた許容誤差領域の維持を信号報告し、従ってできる限
り正確ないし意図に従った操作のための良好な前提を伝達することができる。
【００７６】
　好ましい展開によれば、絶対的または許容できる同意の信号報告および／または潜在的
に発生する方向付け偏差の信号報告は、必要な場合にだけ、特に操作者による能動化また
は要請に従って行うことができる。そのために、ソフトウェアによってプログラミング可
能な制御システム１および／または運動設定手段３内に、それに応じたダイアローグない
しマン－マシン－インターフェースが設けられる。
【００７７】
　光学的、音響的および／または触覚的に知覚可能な出力手段１６によって変換すること
ができる信号報告は、好ましくは直接運動設定手段３において行われる。好ましくは運動
設定手段３に少なくとも１つの光学的ないし視覚的に知覚可能な出力手段１６、たとえば
グラフィックディスプレイ１７および／または発光手段が設けられており、それを用いて
技術的に求められた方向付けと比較方向付け１５の間の偏差および／または一致を信号報
告ないし表示することができる。従って、偏差および／または十分な一致の信号報告が、
運動設定手段３に形成される、グラフィックディスプレイ１７、ＬＥＤ、音響的な出力素
子および振動ジェネレータのグループから選択された、少なくとも１つの出力手段１６に
よって行われると、効果的である。代替的に、あるいはそれと組み合わせて、外部ないし
は周辺の出力手段、特にモニタを形成することができ、その出力手段は工業用ロボット２
の領域内ないしは操作者の一般的な視野内に配置されており、特に然るべき検査結果を信
号報告するために設けられる。
【００７８】
　その場合に方向付け偏差の信号報告は、偏差の大きさないし程度に関する、および／ま
たは偏差の方向に関する情報を含むことができる。従って操作者は、自らが知る比較方向
付け１５と一致する、運動設定手段３の実際の方向付けに関する信号報告された情報を、
技術的に求められた方向付けに関して蓋然性チックし、ないしは評価して、場合によって
補正措置を導入し、特に制御システム１の出力値ないし連続値に関する新規校正を行い、
ないしは補償を行わせることができる。
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【００７９】
　好ましい実施形態によれば、操作者には、少なくとも１つのボディ軸に関する、特に運
動設定手段３の長手軸に関する、偏差の程度および／または偏差の方向が信号報告される
。好ましい形態によれば、求められた偏差は、操作者によって視覚的に知覚可能な信号に
よって、特に信号ライトによって、あるいは、特にコンパスニードル、糸クロス、矢印２
０の形式の－図２、３を参照－および／または人工的なホリゾントの形式の、可変のグラ
フィックシンボルによって表示される。特に運動設定手段３のハウジングに、あるいは、
好ましくはグラフィック表示可能な、そのディスプレイ１７に、制御システム１によって
求められた方向情報に関する、少なくとも１つの基準マーキングまたは方向マーキングを
設けることができる。
【００８０】
　方向付け偏差の信号報告の特性、特に信号強度、音の強さ、周波数、カラー表示、表示
値またはシンボル形状が、それぞれの方向付け偏差のための特性量の大きさに関連して、
好ましくは運動設定手段３に、あるいは制御システム１内の他の箇所に形成される、少な
くとも１つの出力手段１６を介して可変に出力される場合も、効果的である。さらに、方
向付け偏差のための固定の限界値を上回りおよび／または下回ったことを出力手段１６の
少なくとも１つの過渡的な信号によって、特に光学的な信号手段の点滅によって、短い音
響的な信号によって、あるいは触覚的に知覚可能な機械的なパルスによって、信号報告す
ることができる。
【００８１】
　記載された方法によって、操作者には、危険のないやり方で、すなわち移動運動なしで
、ないしは工業用ロボット２において実際の移動運動を試験的に実施することなしに、運
動設定手段３の技術的方向付け決定の信頼性ないし実際のエラー程度を検査する可能性が
提供される。技術的に求められた方向付け情報内に場合によっては存在するエラーないし
潜在的不正確さは、比較方向付け１５に対する偏差を決定する場合に求められて、これに
関して信号化された情報内にそれに応じて反映される。
【００８２】
　少なくとも部分自動的に実施される、然るべき方向付け比較と結果の信号報告によって
、場合によってはわかる比較方向付け１５に関する実際の方向付けを知る操作者は、信号
報告された情報を蓋然性チェックし、それに伴って技術的に求められた方向付け情報に関
する信頼性ないし実際の精度またはその時に存在する変化を検査する可能性を得る。
【００８３】
　従って図１に図式的に示すように、制御システム１のために、ないしは制御システム１
の内部に、操作者に知られた、あるいは操作者にとって認識可能な比較方向付け１５が決
定される。この比較方向付け１５は、単純な実施形態によれば、視認可能なマーキングに
よって、たとえば方向付け矢印１８によって表すことができ、従って操作者にとって認識
可能であり、ないしは定めることができる。しかし比較方向付け１５としては、たとえば
建物のような、周囲にある対象の方向付けのような、簡単に認識可能なその他の方向付け
、あるいはまた瞬間的に認識可能な機械整合も利用することができる。
【００８４】
　図示の実施例において、比較方向付け１５は、３D座標系のｘｙ平面の内部またはそれ
に対して平行に、かつこの３D座標系のｙ軸の方向に延びる。例に従い、かつ好ましくは
、ｘｙ平面が水平を定めるが、必ずしもそうである必要はない。その場合に比較方向付け
１５は、たとえば個々のベクトルのような、工業用ロボット２のワールド座標系１９内の
単純な方向記載によるだけでなく、座標系の方向付けないし向きによって、ないしは、た
とえば３つの自由度を有する回動ないし回転マトリクスのような、基準システムに対する
座標系の方向付けを完全に定める、各適切な記載によっても定められる。図示される発明
の枠内で、記述される極座標の、あるいはデカルトの座標系の方向付け矢印１８ないし座
標原点の位置は、何ら役割を果たさず、基準システムに対する、すなわち工業用ロボット
２のワールド座標系１９に対するその回動のみが役割を果たし、そのワールド座標系１９
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は工業用ロボット２の制御装置４内で定められており、ないしは格納される。その場合に
工業用ロボット２の３次元のワールド座標系１９も、空間内の方向付けおよび／または点
を定めるためのデカルト座標系または極座標系として案内することができる。
【００８５】
　図２は、運動設定手段３の３つの異なる向きについて運動設定手段３の方向付けが理想
的に、すなわちエラーなしで制御技術的に求められた場合の、比較方向付け１５に関する
運動設定手段３の異なる向きにおいて、比較方向付け１５に関する方向情報の表示に関す
る種々の例を示す。たとえば図の右下の部分に太い矢印で示す、比較方向付け１５の既知
の位置は、正しく、ないしはそれぞれの向きにおいて運動設定手段３の装置固定の基準シ
ステムに合わせて、換算されて、操作者にとって一致が確認可能であるように、出力手段
１６に、特にグラフィックディスプレイ１７に示される。
【００８６】
　たとえば、操作者にとって、視覚的な評価によって、出力手段１６に表示される、たと
えば矢印２０の形式の方向情報が比較方向付け１５と一致することが、認識可能である。
すなわち、運動設定手段３の異なる方向付けが存在する、図示の３つの場合の各々におい
て、運動設定手段３に表示される方向情報は、予め定められた基準－ないし比較方向付け
１５に一致し、ないしは平行の向きにあって、それによって運動設定手段３を有する操作
者は、制御システム１によって、特に実装される制御装置４、４’、４”－図１－の少な
くとも１つによって、技術的ないし計算機的に求められた運動設定手段３の方向付けが、
実際の条件ないし方向付けと一致することを、推定することができる。従って手動で案内
される運動設定手段３の方向付けの変化に関して制御システム１の側から技術的に求め、
ないしは計算することは、妥当ないしは正しく、かつ十分に正確かつ信頼できる。その場
合に対象となる発明の枠内で、どの制御装置４、４’、4”によって、ないしはいくつの
制御装置によって、手動で案内される運動設定手段３に関してそれぞれの方向付け情報と
場合によっては位置情報が求められるかは、重要ではない。
【００８７】
　図２に示す実施形態によれば、たとえばそれぞれ求められた方向を表示する矢印２０に
よって実現される、運動設定手段３における然るべき信号報告が、予め定められた比較方
向付け１５に一致し、ないしは平行に延びる方向ないし方向付け情報を表す場合に、操作
者にとって正しい、制御技術的な求めるプロセスが認識可能となる。従って図２に示す実
施形態において、制御技術的に求められた、場合によっては不正確またはエラーのある情
報が、比較方向付け１５に関する誤った方向付けに関して出力手段１６において信号報告
される。それを受けて操作者は、簡単なやり方で、出力手段１６における信号報告に従っ
た、技術的に求められた方向付け情報が、操作者の周囲における視認可能なマーキングと
して形成することができる、予め定められた比較方向付け１５と一致し、ほぼ一致しある
いはそれから著しく、ないしは限界値を超えるように偏差を有するか、をコントロールす
ることができる。
【００８８】
　図３は、運動設定手段３の方向付けのエラーのある技術的検出の影響の例を示す。その
場合に、出力手段１６、特に運動設定手段３のディスプレイ１７に示される方向情報と予
め定められた比較方向付け１５との間の、操作者にとって認識可能な偏差がもたらされる
。求めた方向付けにエラーのあることに基づいて、制御システム１は、図３に破線で示す
運動設定手段３’に相当する、運動設定手段３の向きから出発するが、実際に存在する向
きは、実線で示す運動設定手段３に相当する。従ってその場合にディスプレイ１７におけ
る方向情報の表示は、エラーのある方向付け情報のために行われ、従って比較方向付け１
５に対して操作者にとって認識可能な矛盾となり、それによって操作者にとっては、運動
設定手段３が実際にとる方向付けが、制御システム１によって誤って、ないしは不正確に
求められたことが、認識可能となる。特に、図３の左の表示においては、技術的に求めら
れた方向付けと固定的に予め定められた基準ないし比較方向付け１５との間に角度偏差α
（Alpha）が存在する。その後操作者は、エラーの程度がまだ許容可能であるか、あるい
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は新たな校正が好ましいか、を評価して決定することができる。
【００８９】
　図３の右に示す場合の例において、出力手段１６に出力された、制御技術的に求められ
た、然るべき方向ないし方向付けを有する方向付け情報、たとえば矢印２０は、予め定め
られた比較方向付けとの一致を信号報告する。そこから操作者は、運動設定手段３の方向
付けの変化に関して実際の、制御技術的に求めたものの正しさないし十分な正確さを導き
出すことができる。
【００９０】
　図４は、比較方向付け１５に対する運動設定手段３の技術的に求められた方向付けの偏
差についての限界値検査の結果を表示する複数の例を、運動設定手段３の技術的に検出さ
れた方向付けのエラーを異なる強さで表して示す。エラーのある方向付け情報は、図にお
いては、破線で示す運動設定手段３’の仮想の方向付けとして示されており、それに対し
て運動設定手段３の実際に存在する方向付けは、操作者が検査またはコントロール目的の
ために運動設定手段３によって一時的にとった、比較方向付け１５に相当する。
【００９１】
　運動設定手段３の煩わされない操作を得るために、好ましい形態によれば、最大支持し
得る方向付けエラーのための限界値ないし少なくとも１つの限界値が定められる。図４に
は、限界条件として、ｚ軸を中心とする最大許容できる、ないしは受け容れられる回動、
ここではたとえば比較方向づけ１５に対して±１０°の回動、が記入される。技術的に求
められた運動設定手段３の方向付けが、比較方向付け１５に対して許される許容領域内に
ある間は、ポジティブなフィードバックの主旨において、信号報告「ｏｋ」が操作者へ出
力される。操作者が検査プロセスの間運動設定手段３を比較方向付け１５に従ってきちん
と方向付けすることを前提として、出力手段１６、特にディスプレイ１７は、技術的に、
特にセンサと計算機で求められた方向付け情報の十分または十分でない精度に関する直接
的な情報を供給する。図４の上と下に示す、方向付け比較のための場合の例において、運
動設定手段３’に関して技術的に求められた方向づけ情報－破線で示す－は、運動設定手
段３の実際に存在する方向付けからあまりに激しく変位する。その場合に特に技術的に求
められた方向付け情報－破線で示す－は、比較方向付け１５に対して予め定められた許容
帯域ないし角度領域の外部に位置する。この場合において、出力手段１６における信号報
告は、フィードバックが生じないか、あるいは、たとえば「ｎｏｔ　ｏｋ」、「ｓｔｏｐ
」、「！」などのような、ネガティブなフィードバックとすることができる。図４の画像
中央に示す場合の例において、技術的に求められた方向付け－破線で示す－は、実際に存
在する方向付け－実線で示す－に関して、予め定められた許される許容領域の内部に位置
し、ないしはその場合に制御技術的に求められたものと実際の方向付けが正確に一致する
ので、出力手段１６にそれぞれポジティブな信号報告、特に「ｏｋ」が現れる。
【００９２】
　図５は、方向付け偏差の評価が、垂直軸ないしｚ軸を中心とする回動エラーないし方向
付けエラーだけでなく、同様に横軸と縦軸を中心とする、従ってｘ軸とｙ軸を中心とする
それも含んでいることを示す。特に、図５の左上に示す場合に例においては、運動設定手
段３の、その長手軸を中心とする回動が存在し、左下に示す場合の例においては、横軸を
中心とする角度偏差が存在する。特に、図５の左半分に示す例においては、運動設定手段
３に関して技術的に求められた方向付けは、基準方向付けないし比較方向付け１５とは一
致しないので、運動設定手段３に設けられた出力手段１６は一致の欠如を信号報告し、な
いしは操作者に方向付け検出にエラーがあることを指摘する。その場合に、計算された方
向付けと、この場合においては比較方向付け１５に相当する、実際の方向付けとの間の偏
差は、出力手段１６においてネガティブなフィードバックないしフィードバックがないこ
とによって信号報告される。図５の右に示す場合の例において、運動設定手段３は比較方
向付け１５に従って向けられており、従ってその空間内の方向付けは予め定められた比較
方向付け１５と重なり、それによって、たとえば操作者によって導入された検査ないしコ
ントロールプロセスの流れにおいて出力手段１６に、ポジティブな信号報告、たとえば「
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ｏｋ」が出力される。
【００９３】
　従って好ましい実施形態によれば、空間内の運動設定手段３の方向付けが、たとえば直
交するデカルト座標系に関して、求められて、３次元で固定された比較方向付け１５に対
して一致ないしは偏差について検査される。特に３次元の座標系に関して、運動設定手段
３の方向付けをｘｙ平面、ｘｚ平面およびｙｚ平面に関して求めることができる。それと
同様に、比較方向付け１５が空間的に定められ、ないしは定義される。デカルト座標を使
用する代わりに、空間内の運動設定手段３の方向付けないし比較方向付け１５を極座標に
よって記述することも、もちろん可能である。
【００９４】
　展開によれば、空間の３つの直交する平面に関して方向付けの偏差または一致を検査な
いし評価し、かつ信号報告することができる。特にｘｙ平面、ｘｚ平面およびｙｚ平面に
関して方向付け偏差および／または方向付け一致の信号報告を行うことができる。その場
合に各評価結果ないし検査結果は、個別に信号報告ないし表示することができる。その場
合にこの信号報告は、同時に行うことができ、すなわち出力手段１６における３つの表示
部分を介して、あるいは３つの別々の、ＬＥＤのような、出力手段１６を介して行うこと
ができる。代替的に、出力手段１６において該当する方向付け情報をシーケンシャルに出
力し、かつその場合にそれぞれの平面に一義的に割り当てることも、可能である。しかし
好ましくは、空間を定める３つの平面の１つに対してでも、制御システム１によって技術
的に求められた方向付けと比較方向付け１５の間に大き過ぎる偏差が存在したらすぐに、
制御システムの新規校正が行われる。その限りにおいて、方向付け検査の結果を３つの基
準平面へ分割することは、当業者のための情報的な特性しか持たない。
【００９５】
　実用的な実施形態によれば、比較方向付け１５は、少なくとも１つの予め定義して定め
られた座標軸によって、特に工業用ロボット２のワールド座標系１９のｘ－、ｙ－または
ｚ軸によって、一緒に定められる。しかし比較方向付け１５は、工業用ロボット２の位置
可変の軸の方向付けによっても定めることができる。たとえばそのために、工業用ロボッ
ト２の予め定められた、ないしは前段階で定められたジョイント軸、アーム軸、工具軸ま
たはスピンドル軸を使用することができる。その場合に、好ましくは細長く形成された運
動設定手段３と運動設定手段の予め定められた軸との間で平行ないし同方向に向けること
によって、運動設定手段３の方向付けに関して制御システム１の側から技術的に求めた結
果と、操作者を介して然るべく占めたロボット側の比較方向付け１５との間で、同様に比
較を行うことができる。制御システム１内に、ないしは工業用ロボット２の制御装置４－
図１－内には、常に工業用ロボット２の然るべき軸ないし比較軸の実際の位置ないし方向
づけが存在するので、この比較は同様に迅速かつ信頼できるように行うことができる。そ
の場合に大体において、工業用ロボット２の然るべき軸の位置ないし方向付けに依存する
、変化する、ないしは可変の比較方向付け１５が存在する。従って方向付けに関して固定
的に予め定められた比較方向付け１５は、必ずしも必要ではない。それぞれ工業用ロボッ
ト２の位置変化する軸ないし比較軸の接近性ないし覗き込み可能性に従って、潜在的に発
生する方向付け偏差の検査と信号報告に関して、向上した実用性を得ることができる。
【００９６】
　上述した形態の代わりに、あるいはそれと組み合わせて、比較方向付け１５が、運動設
定手段３の方向付けと運動設定手段３の方向付けに関する制御システム１の初期値との間
の最初の、あるいは駆動の間周期的に利用すべき参照のための校正位置の、あるいは校正
装置の、予め定められた方向付けによって定められることも、可能である。この種の校正
装置は、運動設定手段３のための定められた置き場ないし収容部によって形成することが
できる。たとえばそのために、収容溝、収容孔、載置シェルまたはその他の収容部ないし
ホルダを設けることができ、それによって運動設定手段３が定められたように方向付けさ
れ、ないしは向けられて、それによってその後、この比較方向付け１５と技術的に求めら
れた方向付けとの間の比較を行うことができる。その場合に校正装置は、運動設定手段３
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のための全自動または半自動の検出手段を有することができる。しかしその代わりに、あ
るいはそれと組み合わせて、特に運動設定手段３の入力手段の操作によって、たとえばボ
タンを押すことによって、操作者の側からのアクティブな信号報告ないし承認によって制
御システム１に、運動設定手段３が校正位置にあること、ないしは比較方向付け１５内に
あることを、伝達することも可能である。
【００９７】
　好ましくは、制御システム１によって求められた運動設定手段３の方向付けと比較方向
付け１５の間の定められた偏差が、操作者によるアクティブな承認の後に、制御システム
１によって求められた方向付けを連続して補正するために使用され、従って偏差が均等に
され、ないしは無効にされることも可能である。この種の承認は、好ましくは同様に、運
動設定手段３に形成された少なくとも１つの入力手段を介して、特に切り替え素子ないし
キーによって、行われる。
【００９８】
　その場合に、安全上の理由から、この種の承認ないし偏差の無効化が、それぞれの偏差
が所定の定められた程度を上回らない場合にのみ許されると、好ましい場合がある。従っ
てその場合により小さい偏差はまだ、「手動で」補正することができる。しかしそれに対
して、場合によっては実際の比較方向付けに関する操作者の思い違いに、あるいは誤操作
に基づく、極端に大きい偏差は、誤った補正措置のために利用されない。このような場合
には、あるいは偏差が実際にそれなりに大きい程度となった場合に、その場合に好ましく
は、偏差を無効にするために、そのために設けられる専用の校正位置ないし校正装置にお
いて新たな校正が行われる。
【００９９】
　同様に安全上の理由から、確認された偏差が所定の定められた程度を上回るとすぐに、
運動設定手段３による以降の移動コマンドないし制御指令の出力が制御技術的に、特に制
御システム１によって、あるいは運動設定手段３によって、阻止されると効果的であり得
る。この阻止は、ユーザーによって偏差を補正するための適切な措置がなされるまでの間
、アクティブであり続けることができ、その措置はたとえば、無効にするための承認によ
って、あるいはそのために設けられる校正位置ないし校正装置において校正を実施するこ
とによって行うことができる。
【０１００】
　上述した措置ないしやり方は、制御システム１内ないしは運動設定手段３内に形成され
ており、ないしはこの装置によって実施することができる。特に制御システム１ないし運
動設定手段３の機能と行動様式は、大部分、ソフトウェア制御される電子コンポーネント
によって定められる。ソフトウェア手段による本発明に基づく措置の然るべき実施は、当
業者には周知であって、標準的に提供可能な電子コンポーネントに関連して通常の入出力
手段と組み合わせて行うことができる。
【０１０１】
　最後に形式的に指摘しておくが、記載された検査方法ないし制御システム１と運動設定
手段３の構造を理解しやすくするために、それらないしその構成部分は、一部縮尺通りで
はなく、および／または拡大および／または縮小して示される。
【０１０２】
　自立した進歩的解決の基礎となる課題は、明細書から読み取ることができる。
【０１０３】
　特に、図１－５に関連して記述した個々の措置は、自立した進歩的な解決の対象を形成
することができる。これに関する発明の課題と解決は、これらの図の詳細説明から読み取
ることができる。
【符号の説明】
【０１０４】
　１　　制御システム
　２　　工業用ロボット
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　３　　運動設定手段
　４、４’、４”　　制御装置
　５　　安全回路装置
　６　　イネーブルキー
　７　　操作部材
　８　　センサ技術
　９　　センサ技術
　１０　　データインターフェース
　１１　　データインターフェース
　１２　　データインターフェース
　１３　　データインターフェース
　１４　　データインターフェース
　１５　　比較方向付け
　１６　　出力手段
　１７　　ディスプレイ
　１８　　方向付け矢印
　１９　　ワールド座標
　２０　　矢印

【図１】 【図２】

【図３】
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